 (
別紙様式
２
) OTEC-Link10周年記念事業
海とエネルギーの未来フォーラムin伊万里　出店誓約書

　出店に際し、下記の事項について誓約します。
なお、伊万里市が必要な場合には、佐賀県伊万里警察署に照会することについて承諾します。

令和８年　　月　　日

伊万里市企画政策課長　様

団体名　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者住所　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者氏名　　　　　　　　　　 (自署又は記名押印)
電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　

記

１　自己又は自社の役員等が、次のいずれかに該当する者ではありません。
⑴　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団
⑵　同法第２条第６号に規定する暴力団員
⑶　暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者
⑷　自己、自社又は第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって暴力団を利用するなどしている者
⑸　暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
⑹　暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
⑺　暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
２　１の⑴から⑺に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人ではありません。
３　照会の結果、上記誓約事項が虚偽であった場合、市との間における契約、許可、登録、申請等が取消し又は却下されても、異議ありません。
４　出店に際しては、出店要領を順守するとともに、市の決定に従います。
５　市指定のごみ袋（可燃物用、不燃物用等）を準備し、出店に際して発生したごみはすべて分別したうえで、当方の責任において持ち帰ります。
６　出店中及び終了後は、出店箇所とその周辺の清掃を随時実施します。
７　搬入・撤去は決められた時間内に行います。
